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廃棄物処理施設整備等の財政措置に関する要望 

 

 

廃棄物処理施設の維持管理及び施設整備には多額の費用を要し、特に施設建

設にあたっては、地元住民との合意形成に多大な時間を要するとともに、大き

な財政負担を強いられている。 

ついては、循環型社会形成推進交付金制度の改善をはじめとした次の事項に

対して特段の措置を講ずるよう要望する。 

 

１ 循環型社会形成推進交付金に関する要望 

（1）交付金の満額確保 

廃棄物処理施設は重要な都市基盤であり、その整備には、複数年度にわたる

事業期間と多額の事業費が必要となるため、各団体（自治体）においては厳し

い財政状況の中、交付金収入を財源として見込んだ財政計画を策定したうえで、

計画的に事業を実施している。仮に見込んだ交付金が得られない場合には、事

業期間の延長、更には事業そのものを実施できなくなる恐れもあり、市民生活

に多大な影響を及ぼすこととなる。 

ついては、複数年度にわたり循環型社会形成推進地域計画に計上された交付

対象事業を実施する場合には、事業完了までの間、国において確実かつ安定的

に交付金の満額交付ができるよう財政措置を講ずること。 

（2）交付対象範囲の拡充 

① 交付対象範囲の緩和措置 

循環型社会形成推進交付金の対象範囲は、「人口５万人以上又は面積４００

㎢以上の地域計画又は一般廃棄物処理計画対象地域を構成する市町村及び当

該市町村の委託を受けて一般廃棄物処理を行う地方公共団体」となっている

が、人口減少や少子高齢化が進む社会情勢の変化、ごみ収集運搬業務の多様

化・効率化などの時代背景を鑑み、地域の実情を考慮した特例としての人口

要件や面積要件の緩和を図ること。 
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② 災害廃棄物の迅速な処理推進事業の交付要件の追加 

災害時における廃棄物処理を迅速に実施するためには、施設の強靭化を図

るとともに、災害廃棄物の保管場所を確保することは極めて重要な問題であ

り、災害に備えた準備をすることが必要である。 

ついては、廃棄物処理施設の耐震化に係る改修事業、災害廃棄物の保管の

ための施設整備事業、更には、災害時の電気供給設備等のバックアップ施設

についても交付対象とすること。 

 

③ 生活排水処理に係る改修事業の交付要件の追加 

  し尿、浄化槽汚泥等を下水道施設において一体処理するために必要な前処

理施設の整備については、下水道施設と一体的に整備する以外は財政的支援

がなく、多大な財政負担となっている。 

ついては、既存施設の有効活用、更には、効率的な処理体制の構築に向け関

係府省と連携の上、し尿等の前処理施設のみの整備改修事業を交付対象とする

こと。 

 

④ 廃止した焼却施設等の解体工事の交付要件の追加 

  循環型社会形成推進交付金の対象は、解体跡地を利用して新たな廃棄物処

理施設を整備する場合に限定されており、ごみ処理の広域化に伴う施設の集

約やし尿処理の下水道との一体化により廃止される場合などにおいて、財政

的な問題から廃止施設の解体処理が進まない状況にある。 

ついては、旧廃棄物処理施設の解体跡地への整備に限定せず、新たな廃棄物

処理施設整備を伴わない解体工事や、ごみ処理広域化に伴う施設の集約化によ

り廃止する施設の解体工事、新施設建設後に解体する工事などを実施する場合

においても、交付対象とすること。 

 

２ 廃棄物処理施設の維持管理費に係る支援制度の創設 

廃棄物処理施設は、市民生活に直結するものであり、かつ、循環型社会を形

成する上で欠かせない施設であり、施設の新設及び基幹改良事業には、多額の

費用を要し財政を圧迫する要因となっている。また、その施設維持管理は、運

転技術の高度化、更には、有害物質の除去能力の向上により、運転管理及び修

繕に多額の費用を要し、多大な財政負担となっている。 

ついては、ごみ焼却施設及びし尿処理施設の維持管理費に対する支援制度を

創設すること。 

 

以上 


